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1-1女性活躍推進宣言
1-2トップのイクボス宣言取組

3-1管理職の
　　マネジメント研修
3-2ハラスメント防止研修

取組
4-1スケジュールの共有
4-2業務マニュアル作成
4-3スキルマップ作成

取組

7-1イクメン育成プロジェクト
7-2子育てハンドブック作成取組

8-1募集・採用 8-2職域拡大
8-3女性活躍スキルアップ研修
8-4継続就業 8-5登用

取組
5-1人事評価制度の見直し取組 6-1両立支援制度の整備

6-2風土の構築　6-3定期的な面談取組

取組

❶なぜ、女性活躍に取り組む必要があるの？ ❷女性活躍をどうやって進めたらいいの？
◆ 女性活躍へのステップ

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5 STEP6 STEP7 STEP8

一般事業主行動計画を策定しましょう !!

①採用した労働者に占める女性労働者の割合 ②男女の平均継続勤務年数の差異
③労働者の各月ごとの平均残業時間数等の
　労働時間の状況

④管理職に占める女性労働者の割合

◆ すべての人が働きやすい社会に

　常時雇用する労働者の数が 301 人以上の事業主には行動計画の策定が義務づけられています。小山市は従業員 300 人以下の
事業所がほとんどですが、事業所の規模にかかわらず、「行動計画」の策定・公表に積極的に取り組みましょう！

事業所内の掲示、イントラネットへの掲載などを行い、すべての労働者に周知する

【行動計画の内容】

◆ 企業価値の向上・イメージアップになる

　小山市の職業従事者に占める女性の割合は 16.7%（平成 27 年国勢調査）となっており、また、栃木県では働く女性のうち約 6
割が非正規雇用であるなど、企業活動の中核を担う女性はまだまだ少ない状況が続いています。
　女性従業員が活躍するためには、働き方の見直しや社内風土の醸成、社員の意識改革に取り組みつつ、女性の採用、就業継続、
育成という女性活躍の取組を総合的に進める必要があります。女性が商品開発に参加したり、新しい販売方法やサービスを考案し
たりするなど、女性ならではの視点で消費者ニーズをとらえ、新規ビジネスを創り出すこともできます。投資の観点からも女性の活
躍は重視されつつあり、女性活躍の取組を社外に積極的にアピールすることで、企業のイメージアップにもつながります。

◆ 業務の効率化・生産性向上につながる

　女性管理職育成に取り組むことで業務効率が上がり、残業軽減につながった事例はよくあります。家事・育児との両立を図るた
め、女性従業員は自ら工夫して業務の効率化を行い、残業を減らす働き方を身につけています。
　女性が働き続けられる職場づくりに取り組むことは、今までの働き方の慣習や仕事の進め方を見直すきっかけとなり、職場全体の
業務効率化が図られ、生産性が向上します。また、時間に制約のない従業員を基準とした働き方から、仕事と家庭を両立する従業員
を基準とした働き方へ社会全体がシフトすることで、残業時間の削減による従業員の健康向上、人件費などのコスト削減にもつな
がります。

【課題分析のために必ず把握すべき項目（基礎項目）】

　国勢調査から小山市の女性労働力率をみると、20 代半ば
と50 歳前後という2 つのピークを持つ、いわゆる「M 字カー
ブ」を描いており、出産や育児を機にいったん離職し、育児な
どが終わってから働き出す女性が多いことがうかがえます。
平成 12 年から平成 27 年にかけて、M 字カーブの谷の部
分がなだらかになる傾向があります。
　このように、近年改善傾向にあるものの、いまだ第一子出
産を期に約半数の女性が離職しているほか、今後、高齢化率
の上昇により、仕事と介護の両立や育児と介護のダブルケア
を担う従業員の増加が見込まれています。性別に関わらず仕
事と生活の両立可能な職場環境を整えるためには、両立支
援制度の充実に加え、制度を利用できる職場風土づくりや、
働き方の見直しにも取り組むことが重要です。すべての従業
員が仕事と生活の好循環により、いきいきと活躍することで事業所がさらに発展することができるのです。

◆ 優秀な人材の確保・定着につながる！

　小山市でも、少子高齢化が進み、2020 年から2045 年
にかけて、生産年齢人口が約 2 万人減少することが予想さ
れます。
　事業所にとって人材の確保、定着は大きな課題であり、人
材獲得が厳しい今、多様な人材の能力を活かせることがこれ
からの企業の存続のために必要不可欠です。働きたい女性
が、働くことができる職場を増やしていくことが大切になって
います。また、仕事と生活の調和を重視する求職者が増加し
ていることから、従業員のワーク・ライフ・バランス実現に
向け、働き方見直しに取り組むことが、優秀な人材の確保と
離職率の低下につながるとともに、これまでの就業継続が困
難だった従業員でも働き続けることが可能となり、人材の定
着が図られます。

小山市における年齢3区分別の人口推移と将来推計

国立社会保障・人口問題研究所
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（a）計画期間：概ね２～５年間
（b）数値目標：状況把握、課題分析の結果から最も大きな課題と考えられるものを１つ以上設定
（c）取組内容・実施期間
　 （b）で設定した数値目標の達成に向けてどのような取組をどの時期に実施するか検討

【社内周知】

【外部公表】

【労働局への届出】

【情報の公表】

意識の統一と
目標の設定

働き方の見直しと
意識改革

女性活躍の場を広げ
男女共に

働きやすい職場へ

厚生労働省栃木労働局 雇用環境・均等室へ届け出る

行動計画支援のためのマニュアルやツールが掲載されています!
▶ 厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ」へ

❶
自社の女性活躍の
状況把握、課題分析

❷
行動計画の策定

❸
行動計画の

社内周知・外部公表、
労働局への届出

❹
自社の女性活躍に
関する情報の公表

トップが決断、覚悟する 女性活躍状況を「見える化」する
●経営者の意思表示が大切
●経営者自らが女性活躍推進
を宣言。トップの強いリーダ
ーシップを！

管理職の意識改革
●女性活躍の要！
●管理職の意識改革、
　マネジメント力を強化

業務の効率化、働き方改革
●業務の共有化
●残業のない職場環境
●効率的な仕事の進め方

男性の育児休業
●男性の育児休業は様々な経
験を積み、女性への理解を
深めるチャンス

女性管理職の育成
STEP8STEP8STEP7STEP7STEP6STEP6STEP5STEP5

STEP4STEP4STEP3STEP3STEP2STEP2STEP1STEP1

●輝く女性管理職が後進のロ
ールモデルに
●女性社員のやる気を高める

評価制度
●時間当たりの生産性の高い
人、チームで成果をあげる人
を評価

両立支援制度の整備と職場風土
●従業員のニーズにあった制
度を整備
●お互いに支え合う風土の構
築が重要

●現状の把握(情報やデータ)
　分析
●問題点･改善点のあらい出し

2-1現状の基本データ提示
2-2社内アンケート・
　　ヒアリング

行動計画について、女性の活躍推進企業データベース(厚生労働省運営)への掲載、自社のホ
ームページへの掲載などを行い、求職者などの外部の者でも取組を知ることができるようにする

課題分析のために把握した基礎項目など 14 項目から１つ以上の情報を公表項目として選択し、その
現状値を女性の活躍推進企業データベース ( 厚生労働省運営 ) や自社のホームページに掲載する

国勢調査

小山市の女性の労働力率推移
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